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瀬
戸
内
寂
聴
記
念
会
会
則

第
1
条　

本
会
は
、「
瀬
戸
内
寂
聴
記
念
会
」
と
称
す
る
。

第
2
条　

本
会
の
事
務
所
は
、
徳
島
市
内
に
置
き
本
会
の
所
在
地
と
す
る
。

第
3
条　

�
本
会
は
、
瀬
戸
内
寂
聴
氏
の
業
績
を
顕
彰
、
研
究
し
、
そ
の
生
き
方
を

伝
え
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
4
条　

�

本
会
は
、
前
条
の
目
的
に
賛
同
す
る
個
人
、
団
体
を
持
っ
て
組
織
す
る
。

　
　
　
　

�

本
会
に
参
加
を
希
望
す
る
人
ま
た
は
退
会
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
事
前

に
事
務
局
に
申
し
出
る
こ
と
と
す
る
。

第
5
条　

本
会
は
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。

　
　
　
　

１　

瀬
戸
内
寂
聴
氏
の
文
学
的
業
績
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
及
び
顕
彰

　
　
　
　

2　

会
報
（
機
関
誌
）
の
発
行
（
年
1
回
）

　
　
　
　

3　

そ
の
他
、
本
会
の
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
文
化
事
業

第
6
条　

�

本
会
の
会
議
は
、
年
一
回
総
会
を
開
催
し
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時
総
会

並
び
に
役
員
会
を
開
催
す
る
。

　
　
　
　

２　

�

総
会
は
全
会
員
を
も
っ
て
構
成
し
、
会
長
が
招
集
し
そ
の
議
長
と

な
り
、
議
事
は
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
す
る
。

　
　
　
　

３　

�

役
員
会
は
役
員
を
も
っ
て
構
成
し
、
会
長
が
招
集
し
そ
の
議
長
と

な
り
、
議
事
は
役
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
す
る
。

第
7
条　

本
会
に
役
員
を
置
く

　
　
　
　

会
長　

1
名　

副
会
長　

2
名　

理
事　

10
名
以
内　

　
　
　
　

監
事　

2
名　

事
務
局
長　

1
名　
　

会
計　

1
名

第
8
条　

役
員
に
つ
い
て
は
総
会
に
お
い
て
選
任
す
る
。

第
9
条　

役
員
の
任
期
は
2
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

　
　
　
　

２　

補
欠
に
よ
る
役
員
の
任
期
は
前
任
の
残
任
期
と
す
る
。

第
10
条　

�

会
長
は
会
務
を
総
括
し
、
副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
必
要
が
生
じ
た
場

合
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。
理
事
は
事
業
計
画
等
に
参
加
し
事
業
の

推
進
に
当
た
る
。
監
事
は
、
会
計
を
監
査
す
る
。
事
務
局
長
は
、
会
の

総
務
に
あ
た
る
。
会
計
は
、
会
計
事
務
に
当
た
る
。

　
　
　
　

２　

会
長
は
必
要
に
応
じ
て
顧
問
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
11
条　

�

本
会
の
経
費
は
、
会
費
、
助
成
金
、
寄
付
金
、
そ
の
他
の
収
入
を
持
っ

て
充
て
る
。

　
　
　
　

�

会
費
は
、年
額
1
団
体
5
，0
0
0
円
、1
個
人
3
，0
0
0
円
と
す
る
。

　
　
　
　

２　

�

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
4
月
1
日
に
始
ま
り
翌
年
3
月
31
日
に

終
わ
る
。

第
12
条　

�

本
会
の
会
則
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
役
員
会
を
経
て
総
会
の

決
議
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
付
則
）  �

本
会
の
会
則
は
、2
0
2
2
（
令
和
4
）
年
6
月
22
日
よ
り
施
行
す
る
。

24
（
令
和
6
）
年
６
月
２
日
一
部
改
正
。

1
、
記
念
会
に
入
会
ご
希
望
の
方

　
　

年
会
費 

振
込　

3
，0
0
0
円　

　
　

口
座
（
阿
波
銀
行　

蔵く
ら

本も
と

支
店　

普　

1
2
2
9
6
9
2　

清
重
康
代
）

　
　
　
　

（
徳
島
大
正
銀
行　

加
茂
名
支
店　

普　

8
6
0
1
4
9
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀬
戸
内
寂
聴
記
念
会　

会
計　

清
重
康
代
）

　
　
　
　

（
郵
便
振
込　

0
1
6
6
0
-2
-5
5
2
6　

瀬
戸
内
寂
聴
記
念
会
）

　
　

�

あ
わ
せ
て
事
務
局
ま
で
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を

知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
機
関
誌
「
寂
聴
」
と
「
寂
聴
記
念
会
だ
よ
り
」
を
無

料
で
送
付
し
ま
す
。

2
、�

機
関
誌「
寂
聴
」投
稿
希
望
者　

締
切
は
毎
年
9
月
15
日
。
原
稿
は
事
務
局
へ
、

メ
ー
ル
か
郵
送
で
、
瀬
戸
内
寂
聴
に
関
す
る
随
想
（
で
き
れ
ば
3
7
4
4

字
以
内
）
か
研
究
（
制
限
な
し
）
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
（
締
切
を
過
ぎ
た
場

合
、
次
年
度
に
掲
載
）。

　
　

事
務
局　

〒
7
7
0
‒
0
8
5
6　

徳
島
市
中
洲
町
3
‒
40
‒
8
0
2

　
　
　
　
　
　

瀬
戸
内
寂
聴
記
念
会　
　
　

　

�　

投
稿
者
は
参
加
費
〈
基
本
料
金
2
，0
0
0
円
＋
頁
割
（
1
～
4
頁

4
，0
0
0
円
、
5
頁
以
降
2
，0
0
0
円
）〉
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

お
知
ら
せ

kikanshi@
setouchijakucho.com




